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北区の給与・定数管理等について 

 

１ 総括 

（１） 人件費の状況（令和３年度普通会計決算） 

住民基本 

台帳人口 
（令和４年１月１日現在） 

歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 
人件費率 

（Ｂ）／（Ａ） 

（参考） 

令和２年度の 

人件費率 

351,278人 165,089,996千円 8,387,669千円 25,112,990千円 15.2％ 14.0％ 

（注）１ 人件費には特別職に支給される給与、報酬等も含まれます。 

２ 普通会計とは、一般会計と他の会計とを合算したものから、会計間の重複を除いた額です。 

 

（２） 職員給与費の状況（令和３年度普通会計決算） 

職員数

（Ａ） 

給与費 一人当たり 

給与費 

（Ｂ）／（Ａ） 

（参考） 

R２年度の 

一人当たり

給与費 
給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ） 

2,672人 

（184人） 
8,881,156千円 3,423,389千円 4,072,136千円 16,376,681千円 6,129千円 6,188千円 

（注）１ （ ）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。 

２ 職員手当には退職手当、児童手当は含まれていません。 

３ 職員数は、令和３年４月１日現在の人数です。 

 

（３） ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

 

（注）ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の

職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員

の俸給月額を100として計算した指数です。 
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（４） 給与改定の状況 

① 月例給 

区分 

人事委員会の勧告 

給与改定率 

【参考】 

国の改定率 

（人事院勧告） 

民間給与 

Ａ 

公務員給与 

Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定率） 

令和４年度 379,408円 378,512円 
896円 

（0.24％） 
0.1％ 0.1％ 0.3％ 

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス 

比較した平均給与月額です。 

 

 

② 特別給 

区分 

人事委員会の勧告 

年間 

支給月数 

【参考】 

国の年間 

支給月数 
（人事院勧告） 

民間の 

支給割合 

Ａ 

公務員の 

支給月数 

Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定月数） 

令和４年度 4.56月 4.45月 0.11月 0.10月 4.55月 4.40月 

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月

数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。 

 

（５）給与制度の総合的見直しの実施状況について 

① 月例給 

[  実施  未実施  ] 

〔給料表の改定実施時期〕 

平成２７年４月１日 

〔内容〕 

行政職給料表（一）給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均1.8%引下げ。他の給 

料表については、行政職給料表（一） 給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。 

② 地域手当の見直し 

〔支給割合〕 

２０％（国基準の２０％と同等） 

〔実施時期〕  

平成２７年４月１日から実施。 

③ その他見直し内容 

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。 

（平成２７年４月１日実施） 
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２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

（１） 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和４年４月１日現在） 

① 一般行政職 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国ベース） 

北区 40.4歳 298,486円 417,767円 375,320円 

東京都 42.3歳 316,417円 453,549円 398,484円 

国 42.7歳 323,711円 － 405,049円 

 

② 技能労務職 

区分 平均年齢 職員数 平均給料月額 
平均給与月額

（Ａ） 

平均給与月額 

（国ベース） 

北区 51.9歳 169人 280,172円 376,616円 346,119円 

 
うち清掃作業員 50.2歳 123人 279,311円 385,937円 347,184円 

うち用務員 56.3歳 45人 283,791円 353,390円 344,946円 

東京都 50.4歳 1,275人 288,149円 388,154円 356,026円 

国 51.1歳 2,114人 286,570円 － 328,416円 
 

【参考】 

北区 

での区分 

民間 年収ベース（試算値）の比較 

民間類似 

職種 

平均 

年齢 

平均給与月額

（Ｂ） 
Ａ／Ｂ 

公務員 

（Ｃ） 

民間 

（Ｄ） 
Ｃ／Ｄ 

清掃 

作業員 

廃棄物処理業 

従業員 
46.6歳 304,600円 1.27 6,093,608円 4,236,800円 1.44 

用務員 用務員 50.3歳 235,200円 1.50 5,883,144円 3,186,100円 1.85 

 

③ 幼稚園教育職 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

北区 37.5歳 306,146円 409,889円 

東京都 40.1歳 337,226円 434,470円 

（注）１ 平均給料月額とは、令和４年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。 

２ 平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当

などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにさ

れているものです。また、平均給与月額（国ベース）とは、比較のため、国家公務員と同じベー

ス（時間外勤務手当、特殊勤務手当などを除いたもの）で算出しています。 

３ 技能労務職の内訳は、職員数の多い上位２職種です。 

４ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（平成３

０～令和２年の３ヵ年平均） 

   ５ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完

全に一致しているものではありません。 

６ 年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍し
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たものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給さ

れた年間賞与の額を加えた試算値です。 

７ 幼稚園教育職の「東京都」のデータは、小中学校教育職のものです。 
 

（２） 職員の初任給の状況（令和４年４月１日現在） 

区分 北区 東京都 国 

一般 

行政職 

大学卒 183,700円 183,700円 
総合職186,700円 

一般職182,200円 

高校卒 147,100円 145,600円 150,600円 

技能労務職 139,400円 143,000円  

教育職 

(幼稚園) 

大学卒 194,800円 197,300円  

短大卒 177,700円 180,400円  

（注）１ 「東京都」の「教育職（幼稚園）」のデータは、小中及び高等学校教育職のものです。 

     ２ 国の初任給は、令和４年人事院勧告前の金額です。 

 ３ 技能労務職の初任給は、職種により異なります。 
 

（３） 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和４年４月１日現在） 

区分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年 

一般行政職 

大学卒 272,216円 315,350円 351,615円 

高校卒 － 252,635円 － 

技能労務職 － － － 

 

  



 5

３ 一般行政職の級別職員数等の状況 

（１）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和４年４月１日現在） 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 
１号給の 

給料月額 

最高号給の 

給料月額 

６級 部長の職務 25人（0人） 1.6%（0%） 368,900円 512,600円 

５級 課長の職務 58人（0人） 3.7%（0%） 283,900円 452,100円 

４級 課長補佐の職務 102人（0人） 6.5%（0%） 253,100円 426,300円 

３級 係長又は主査の職務 258人（0人） 16.5%（0%） 226,600円 404,400円 

２級 主任の職務 611人（145人） 39.0%（99.3%） 196,700円 355,500円 

１級 係員の職務 513人（1人） 32.7%（0.7%） 142,500円 321,900円 

（注） １ 北区の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

      ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

      ３ （ ）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。 

 

 

 

 
（注） 平成３０年４月１日に８級制から６級制に変更しています。（ 旧給料表の１ 級及び２ 級並びに４ 級及

び５ 級をそれぞれ統合） 
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（２）国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和４年４月１日現在） 

 

（３）昇給への人事評価の活用状況 

令和4年4月2日から令和5年4月1日 

までにおける運用 
管理職員 一般職員 

イ 人事評価を活用している ○ ○ 

 
活用している昇給区分 

昇給可能 

な区分 

昇給実績が 

ある区分 

昇給可能 

な区分 

昇給実績が 

ある区分 

上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○ ○ 

上位、標準の区分     

標準、下位の区分     

標準の区分のみ（一律）     

ロ 人事評価を活用していない     

0
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４ 職員手当の状況 

（１） 期末手当・勤勉手当（令和４年４月１日現在）                                              

北区 東京都 国 

一人当たり平均支給額 

（３年度） 
1,578千円 1,788千円 

 

区分 一般職員 管理職員 一般職員 一般職員 

支給 

割合 

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 

2.40月分 

(1.35月分) 

2.05月分 

(1.00月分) 

2.00月分 

(1.15月分) 

2.45月分 

(1.20月分) 

2.40月分 

(1.35月分) 

2.05月分 

(1.00月分) 

2.40月分 

(1.35月分) 

1.90月分 

(0.90月分) 

加算 

措置 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 
 

・ 職務段階別加算  5～20％ 

・ 管理職加算    15～20％ 

職制上の段階、職務の級

等による加算措置 

 

・職務段階別加算  

3～20％ 

・管理職加算   

15～25％ 

職制上の段階、職務の級

等による加算措置 

 

・職務段階別加算 

 5～20％ 

・管理職加算 

10～25％ 

（注）（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

 【参考】勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職） 

  令和4年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ 人事評価を活用している ○ ○ 

 
活用している成績率 

支給可能 

な成績率 

支給実績が 

ある成績率 

支給可能 

な成績率 

支給実績が 

ある成績率 

上位、標準、下位の成績率 ○ ○ ○ ○ 

上位、標準の成績率     

標準、下位の成績率     

標準の成績率のみ（一律）     

ロ 人事評価を活用していない     
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（２）退職手当（令和４年４月１日現在） 

区分 北区 国 

勤続年数 普通 勧奨・定年 自己都合 応募認定・定年 

勤続20年 18.00月分 24.55月分 19.6695月分 24.586875月分 

勤続25年 28.00月分 32.95月分 28.0395月分 33.27075月分 

勤続35年 39.75月分 47.70月分 39.7575月分 47.709月分 

最高限度額 39.75月分 47.70月分 47.709月分 47.709月分 

１人当たり 

平均支給額 
1,431千円 19,425千円  

その他の 

加算措置 

定年前早期退職特例措置 

（2～20％加算） 

定年前早期退職特例措置 

（2～45％加算） 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、３年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

（３） 地域手当（令和４年４月１日現在） 

支給実績（３年度決算）    1,822,705千円 

支給職員一人当たり平均支給年額（３年度決算） 682,150円 

支給対象地域 支給率 
支給対象職員数 

（３年度） 
国の制度（支給率） 

北区 20.0％ 2,672人 20.0％ 

地域手当補正後ラスパイレス指数（３年度） 

（ラスパイレス指数） 

98.4％ 

（98.4％） 

（注） 地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員

の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。 

（補正前のラスパイレス指数×（１＋北区の地域手当支給率）／（１＋国の支給基準に基づく地域手

当支給率）により算出。） 
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（４） 特殊勤務手当（令和４年４月１日現在） 

支給実績（３年度決算） 26,436千円 

支給職員一人当たり平均支給年額（３年度決算） 97,550円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（３年度） 10.1％ 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
左記職員に対する 

支給単価 

福祉事務所等 

現業手当 

生活福祉課に 

勤務する職員等 

生活保護法、身体障害者福祉法、児童

福祉法等に定める業務を行うため家

庭を訪問した場合等 

日額440円等 

特定現場 

危険手当 

建築課に 

勤務する職員等 

建築物等の建設現場において、地上１

０メートル以上の足場の不安定な箇

所で工事監督及び検査業務に従事し

た場合等 

日額290円等 

感染症 

接触手当 

保健所に 

勤務する職員等 

感染症予防法に規定する二類感染症

及び三類感染症の患者等に接触した

場合等 

 

【特例】新型コロナウィルス感染症の

患者等に接触した場合等 

日額310円等 

 

 

日額4000円等 

有毒薬物 

取扱手当 

保健所に 

勤務する職員 

亜硫酸等を使用し、又は使用により発

生する毒物に堪えて試験研究、検査及

び作業に従事した場合 

日額190円 

清掃業務 

従事手当 

清掃事務所に 

勤務する職員等 

廃棄物の処理を直接行う業務又はこ

れに密接に関連する業務に従事した

場合 

日額700円 

一時保護 

業務手当 

児童相談所等の業務

に従事する職員 

児童福祉法に定める児童の一時保護

業務に従事した場合 
日額1,470円 

児童相談所 

業務手当 

児童相談所等の業務

に従事する職員 

児童福祉法に定める児童相談所の業

務（一時保護業務を除く）を行うため

家庭訪問、指導、相談等の業務に従事

した場合 

日額490円 

 

 

 

 

（５） 時間外勤務手当 

令和３年度決算 
支給実績        787,999千円 

職員一人当たり平均支給年額       294,910円 

令和２年度決算 
支給実績        706,747千円 

職員一人当たり平均支給年額       266,798円 

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１

日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）

であり、短時間勤務職員を含む。 
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（６） その他の手当（令和４年４月１日現在） 

手

当

名 

内容及び支給単価 

国の 

制度と

の異同 

国の制度 

支給実績 

(３年度 

決算) 

支給職員一

人当たり平

均支給年額 

（３年度

決算） 

扶

養

手

当 

配偶者 6,000円 

異なる 

配偶者 6,500円 

141,330

千円 
200,184円 

子 9,000円 子 10,000円 

その他の扶養 

親族 
各6,000円 

その他の扶養 

親族 
各6,500円 

16歳～22歳までの 

子への加算措置 
各4,000円 

16歳～22歳までの

子への加算措置 
各5,000円 

住

居

手

当 

 
 8,300円 

異なる 

賃貸住宅に居住す

る場合 

支給限度額 

28,000円 
124,334 

千円 
197,043円 

 

加

算

額 

当該年度末

現在、27 歳

までの者 

18,700円 

当該年度末

現在、28 歳

から32歳ま

での者 

9,300円 

通

勤

手

当 

運賃等相当額  

限度55,000円 
同じ  

300,199 

千円 
122,330円 

 

５ 特別職の報酬等の状況（令和４年４月１日現在） 

区分 給料・報酬 期末手当 退職手当 

区長  1,147,100円 3.55月分 
（算定方式）退職時給料月額×勤続期間１年につき500／100 

（１期の手当額）22,942,000円 

（支給時期）任期毎 

副区長   918,700円 3.55月分 
（算定方式）退職時給料月額×勤続期間１年につき400／100 

（１期の手当額）14,699,200円 

（支給時期）任期毎 

議長   923,400円 3.55月分 

 副議長 792,600円 3.55月分 

議員 615,000円 3.55月分 

（注）１ 退職手当については、任期満了等に伴う退職時に支給されます。 

２  退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８

月）勤めた場合における退職手当の見込額です。 

 

 

月額家賃 27,000 円

以上を負担する者 
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６ 職員数の状況 

（１） 部門別職員数の状況と主な増減理由                   （各年４月１日現在） 

 
職 員 数 対前年 

増減数 
主 な 増 減 理 由 

令和3年 令和4年 

普 

通 

会 

計 

部 

門 

一 

般 

行 

政 

部 

門 

議  会 14 14 0  

総務企画 480 464 ▲16 
東京オリンピック・パラリンピック担当課長の廃
止、東京オリンピック・パラリンピック組織委員
会等への職員派遣の解消等 

税  務 88 90 2 育休代替の配置 

民  生 1,247 1,232 ▲15 
滝野川北保育園指定管理者制度導入、学童クラ

ブ・育成室業務委託、事務執行体制の見直し等 

衛  生 374 382 8 
新型コロナウイルス感染症対策に係る事務執行体

制の充実、育休代替の配置等 

労  働 0 0 0  

商  工 19 20 1 SDGｓ推進に伴う事務執行体制の充実 

土  木 213 220 7 事務執行体制の充実、育休代替の配置等 

計 2,435 2,422 ▲13 
＜参考＞ 

人口１万当たりの職員数６９人 

教  育 237 238 1 事務執行体制の充実等 

小  計 2,672 2,660 ▲12 
＜参考＞ 

人口１万当たりの職員数７６人 

公
営
企
業
等
会
計
部
門 

そ の 他 121 128 7 育休代替の配置等 

小  計 121 128 7  

合   計 
2,793 

[2,683] 

2,788 

[2,743] 
▲5 

＜参考＞ 

人口１万当たりの職員数７９人 

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数です。 

   ２ [   ]内は、条例定数の合計です。 
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（２） 年齢別職員構成の状況 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  （令和４年４月１日現在） 

 

 

（３） 職員数の推移                               （単位：人、％） 

 

区 分 

20 
歳 
未 
満 

20 
歳 

24 
歳 

28 
歳 

32 
歳 

36 
歳 

40 
歳 

44 
歳 

48 
歳 

52 
歳 

56 
歳 60 

歳 
以 
上 

合 計 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

23 
歳 

27 
歳 

31 
歳 

35 
歳 

39 
歳 

43 
歳 

47 
歳 

51 
歳 

55 
歳 

59 
歳 

職員数 

（人） 
0 148 364 331 339 264 238 203 254 269 251 127 2,788 

年度 
部門別 

29年度 30年度 令和元年度 2年度 3年度 4年度 
過去５年間の 
増減数（率） 

一 般 行 政 2,206 2,253 2,336 2,404 2,435 2,422 216(  9.8％) 

教   育 247 243 238 245 237 238 △9(△ 3.6％) 

普 通 会 計 計 2,453 2,496 2,574 2,649 2,672 2,660 207(  8.4％) 

公営企業等会計計 110 113 114 118 121 128 18( 16.4％) 

合   計 2,563 2,609 2,688 2,767 2,793 2,788 225(  8.8％) 
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上

構成比

5年前の構成比


